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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステレオリソグラフィプロセスを通して製作されるべき三次元物体（１）用の支持構造
体（２）を画成するためのコンピュータ実行方法であって以下のステップ、すなわち、
　前記三次元物体（１）に属する支持されるべき第一表面（３）を画成するステップ、
　前記第一表面（３）に面する第二表面（４）を画成するステップ、
　細長い形状を有し、かつ前記第一表面（３）から前記第二表面（４）まで伸びる複数の
支持要素（５）を画成するステップ、
　複数のペアの前記支持要素（５）を画成するステップ、
　前記複数のペアの支持要素（５）の各ペアに対して、細長い形状を有し、かつ前記ペア
の２本の支持要素（５）を接続する少なくとも１本の補強要素（６）を画成するステップ
を含み、
　前記複数のペアの支持要素（５）を画成するステップが以下のサブステップ、すなわち
、
　前記支持要素（５）上に基準点（７）を画成するステップ、
　前記基準点（７）を頂点として有し、かつ前記頂点の間に対応する辺（９）を備える連
結非巡回グラフ（８）を画成するステップ、
　前記辺（９）のそれぞれに対して支持要素の前記ペアの１つを画成するステップであっ
て、前記ペアが前記辺（９）の端部に対応する２本の支持要素（５）を備えるステップを
含み、
　前記複数のペアの支持要素（５）を画成するステップが、前記連結非巡回グラフ（８）
の次数１を有する各頂点に対して支持要素の追加ペアを画成する更なるサブステップを含
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み、前記追加ペアが、次数１を有する頂点に対応する第１の支持要素（５）、および、前
記辺（９）のいずれを通しても前記次数１を有する頂点に接続されていない、前記連結非
巡回グラフ（８）における第２の頂点に対応する第２の支持要素（５）から構成されるこ
とを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記連結非巡回グラフ（８）を画成するステップが、以下のサブステップ、すなわち、
　前記基準点（７）と同じ頂点を持つ完全グラフを画成するステップ、
　前記完全グラフの各辺に、前記辺（９）の端部間の距離の値と等しい値の重みを割り当
てた完全重み付きグラフを画成するステップ、
　前記完全重み付きグラフにおいて、最小全域木問題を解くアルゴリズムを用いて前記連
結非巡回グラフ（８）を画成するステップ、
を含むことを特長とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記追加ペアが、前記連結非巡回グラフ（８）の対応する頂点間の距離の総計が最小に
なるというような方法で画成されることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１本の補強要素（６）を画成する前記ステップが、前記複数のペアの支
持要素（５）の少なくとも１ペアに対してお互いに異なった複数の前記補強要素（６）を
画成することを特徴とする請求項１－３のうちいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記第二表面が、前記三次元物体（１）に属することを特徴とする請求項１－４のうち
いずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記第二表面（４）が前記三次元物体（１）とは別々であり、および前記補強要素（６
）の全てが前記第二表面（４）に接していることを特徴とする請求項１－４のうちいずれ
かに記載の方法。
【請求項７】
　前記第二表面（４）が平面であることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記支持要素（５）のそれぞれが、前記第一表面（３）の水準、または前記第二表面（
４）の水準に対応する、より細い部分を有することを特徴とする請求項１－７のうちいず
れかに記載の方法。
【請求項９】
　前記補強要素（６）が、円錐形のまたは円柱形の形状を有することを特徴とする請求項
１－８のうちいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１－９のうちいずれかに記載の方法であって、前記基準点（７）の前記画成が、
以下のステップ、すなわち、
　前記支持要素（５）の全てと交差する基準面を画成するステップ、
　各支持要素（５）に対して、前記支持要素（５）と前記基準面との間の交点の領域内に
対応する基準点（７）を画成するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１－９のうちいずれかに記載の方法であって、前記基準点の前記画成が、以下の
ステップ、すなわち、
　前記支持要素（５）の全てと交差する基準面を画成するステップ、
　各支持要素（５）と前記基準面との間の交点の領域内に支持点を画成するステップ、
　投射面を画成するステップ、
　前記基準点（７）のそれぞれを前記投射面上に前記支持点の対応するものの投射として
画成するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
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　前記基準面が、前記第一表面（３）とまたは前記第二表面（４）と一致することを特徴
とする請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステレオリソグラフィプロセスを通して製作されるべき三次元物体（１）用の支持構造
体（２）を画成するための装置であって、
　プロセッサおよび前記プロセッサによってアクセス可能なメモリ装置を備えるコンピュ
ータ、
　前記三次元物体（１）の幾何学形状を表す第１のデータセットを獲得するための、かつ
前記メモリ装置内に前記第１のデータセットをロードするための手段、
　前記三次元物体（１）に属する支持されるべき第一表面（３）を画成するための手段、
　前記第一表面（３）に面する第二表面（４）を画成するための手段、
　細長い形状を有し、かつ前記第一表面（３）から前記第二表面（４）まで伸びる複数の
支持要素（５）を画成するための手段、
　複数のペアの前記支持要素（５）を画成するための手段、
　前記複数のペアの支持要素（５）の各ペアに対して、細長い形状を有し、かつ２本の対
応する支持要素（５）を接続する少なくとも１本の補強要素（６）を画成するための手段
、
　前記三次元物体（１）との前記支持要素（５）および前記補強要素（６）の合同から得
られる物体の幾何学形状を表す第２のデータセットを生成するための、かつ前記メモリ装
置内に前記第２のデータセットをロードするための手段を備え、
前記複数のペアの支持要素（５）を画成するための前記手段が、
　前記支持要素（５）上に基準点（７）を画成するための手段、
　前記基準点（７）を頂点として有し、かつ前記頂点間に対応する辺（９）を備える連結
非巡回グラフ（８）を画成するための手段、
　前記辺（９）のそれぞれに対して支持要素の１ペアを画成するための手段であって、前
記ペアが前記辺（９）の端部に対応する２本の支持要素（５）を備える手段を備え、
前記複数のペアの支持要素（５）を画成するための前記手段が、前記連結非巡回グラフ（
８）の次数１を有する各頂点に対して支持要素の追加ペアを画成するために構成され、前
記追加ペアが、次数１を有する頂点に対応する第１の支持要素（５）、および、前記辺（
９）のいずれを通しても前記次数１を有する頂点に接続されていない、前記連結非巡回グ
ラフ（８）における第２の頂点に対応する第２の支持要素（５）から構成されることを特
徴とする装置。
【請求項１４】
　データ記憶装置のプログラム部分がプロセッサおよび前記プロセッサによってアクセス
可能なメモリ装置を備えるコンピュータ上で実行される時、以下のように設定されている
プログラム部分を備えるデータ記憶装置であって、前記プログラム部分が、
　前記三次元物体（１）の幾何学形状を表す第１のデータセットを獲得するための、かつ
前記メモリ装置内に前記第１のデータセットをロードするための手段、
　前記三次元物体（１）に属する支持されるべき第一表面（３）を画成するための手段、
　前記第一表面（３）に面する第二表面（４）を画成するための手段、
　細長い形状を有し、かつ前記第一表面（３）から前記第二表面（４）まで伸びる複数の
支持要素（５）を画成するための手段、
　複数のペアの前記支持要素（５）を画成するための手段、
　前記複数のペアの支持要素（５）の各ペアに対して、細長い形状を有し、かつ２本の対
応する支持要素（５）を接続する少なくとも１本の補強要素（６）を画成するための手段
、
　前記三次元物体（１）との前記支持要素（５）および前記補強要素（６）の合同から得
られる幾何学形状を表す第２のデータセットを生成するための、かつ前記メモリ装置内に
前記第２のデータセットをロードするための手段を画成し、
前記複数のペアの支持要素（５）を画成するための前記手段が、
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　前記支持要素（５）上に基準点（７）を画成するための手段、
　前記基準点（７）を頂点として有し、かつ前記頂点間の対応する辺（９）を備える連結
非巡回グラフ（８）を画成するための手段、
　前記辺（９）のそれぞれに対して支持要素の１ペアを画成するための手段であって、前
記ペアが前記辺（９）の端部に対応する２本の支持要素（５）を備える手段を備え、前記
複数のペアの支持要素（５）を画成するための前記手段が、前記連結非巡回グラフ（８）
の次数１を有する各頂点に対して支持要素の追加ペアを画成するために構成され、前記追
加ペアが、次数１を有する前記頂点に対応する第１の支持要素（５）、および、前記辺（
９）のいずれを通しても前記次数１を有する頂点に接続されていない、前記連結非巡回グ
ラフ（８）における第２の頂点に対応する第２の支持要素（５）から構成されることを特
徴とするデータ記憶装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ステレオリソグラフィを通して作成されるべき三次元物体用の支持構造体
を画成するための方法および装置。
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ステレオリソグラフィを通して作成されるべき三次元物体用の支持構造体を
画成するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、ステレオリソグラフィプロセスは物体それ自体の複数の層の順次重ね合
わせを通して三次元物体を作成することにある。
【０００３】
　物体の各層は、光放射への選択的露光を通して生じる液状またはペースト状の材料の固
体化を通して得られる。
【０００４】
　一般的に、材料はそれが前記光放射によって到達される時重合するプラスチックベース
の化合物である。
【０００５】
　物体の各連続した層の固体化は、連続した層のための支持物として機能する、以前の固
体化された層と接触して行われる。
【０００６】
　プロセスは、作成されるべき物体の三次元幾何学形状を表す第１のデータセットを与え
るコンピュータによって制御される。
【０００７】
　コンピュータは、物体の異なる層の幾何学形状を決定し、かつそれゆえにステレオリソ
グラフィ装置を制御する。
【０００８】
　一般に、このプロセスに従って、支持構造体がその実際の製作の前に三次元物体にさら
に追加され、前記支持構造体は、ステレオリソグラフィプロセス中に物体と同時に固体化
される。
【０００９】
　前記支持構造体は、直接支えられず、物体の製作のプロセス中につぶれるかまたは永続
的に変形することができる、固体化されるべき層のそれらの部分を支持する。
【００１０】
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　支持構造体の画成は、前記コンピュータによって実行され、多少自動的に支持構造体の
要素を追加し、かつ支持構造体それ自体と三次元物体の合体から得られる三次元幾何学形
状を表す第２のデータセットを生成するプログラムがそこにロードされる。
【００１１】
　前記第２のデータセットは次いで、三次元物体の層の幾何学形状を画成するために使用
される。
【００１２】
　支持構造体は、最初のものに面する対応する表面に三次元物体の支持されるべき単数ま
たは複数の表面を接続し、かつステレオリソグラフィプロセス中にそれらの前に作成され
ることを意図される複数の支持要素を備える。
【００１３】
　特許文献１は、上記の支持構造体を作り出す方法を開示する。
【００１４】
　支持構造体の一変形によれば、前記支持要素をお互いに接続する補強要素が、さらに設
けられる。
【００１５】
　補強要素は、支持構造体をより頑丈にして、したがって製作ステップ中の三次元物体の
つぶれの危険性を低下させる。
【００１６】
　前記変形に基づいて支持構造体を画成するための既知の方法によれば、支持構造体は、
所定の形状を有してかつ三次元物体の幾何学形状に実質的に無関係の三次元格子として画
成される。
【００１７】
　続いて、三次元物体と交差する格子の要素が除去され、物体それ自体の外側に位置づけ
られる格子の要素だけを維持する。
【００１８】
　格子の残るそれが、更なる接続要素を通して単一物体を得るような方法で三次元物体に
接続される。
【００１９】
　前記既知の方法は、それが支持構造体を最適の方法で画成されることを可能にしない欠
点をもたらす。
【００２０】
　実際、支持構造体の格子が三次元物体に実質的に無関係の方法で画成されるので、構造
体は、物体それ自体の構造上の必要性に対して普通より小さくされるか、またはその逆に
特大にされるかもしれない。
【００２１】
　普通より小さくされた支持構造体は、その全体的な体積が三次元物体を支持する機能を
適切に果たすのに十分でない欠点をもたらす。
【００２２】
　これに反して、特大の支持構造体は極端に大きな全体的な体積を有する。
【００２３】
　ステレオリソグラフィプロセスによって必要とされる時間が固体化されるべき体積に比
例して増加するので、特大の支持構造体は、三次元物体を製作するために必要とされる所
要時間に否定的に影響を及ぼす。
【００２４】
　さらに、支持構造体の体積がより大きくなればなるほど、三次元物体の全体的なコスト
を増加させる不便とともに、その製作のために必要な材料の分量がより多くなる。
【００２５】
　特大の支持構造体はさらに、ステレオリソグラフィプロセスの終わりに三次元物体上に
実行されるべき洗浄操作を妨げる更なる不便とともに、極端に厚い格子から生じるかもし
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れない。
【００２６】
　実際、ステレオリソグラフィを通して得られる物体は、固体化されなかった材料の残存
物を除去するような方法で、ステレオリソグラフィプロセスの終わりに洗浄されることは
既知である。
【００２７】
　前記洗浄操作は、三次元物体から支持構造体を切り離す前に実行される。
【００２８】
　したがって、支持構造体は三次元物体のいくつかの表面上で洗浄流体の流動を妨げ、お
よび構造体を画成する格子がより厚くなればなるほどこの妨げ効果がより顕著になる。
【００２９】
　非特許文献１は、支持構造体を構築するためのアルゴリズムであって、ノードが構造体
のアンカーに対応し、アンカー間の接続を画成するために使用されるグラフを画成するこ
とを伴うアルゴリズムを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】欧州特許出願第１１２０２２８　Ａ２号明細書
【非特許文献】
【００３１】
【非特許文献１】Ｐｕ　Ｈｕａｎｇ「像空間内の積層造形のためのアルゴリズム－修士論
文」香港中華大学、２０１２年１０月発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　本発明は、既知のタイプの支持構造体に関連がある前述の全ての欠点を克服することを
意図する。
【００３３】
　特に、適切な強度を有する、それにもかかわらず上記した既知のタイプの方法によって
得られるそれと比較してより小さな全体的な体積を有するステレオリソグラフィを通して
製作されるべき三次元物体用の支持構造体を提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　前記目的は、請求項１に記載の支持構造体を画成するための方法を通して達成される。
【００３５】
　前記目的は、さらに請求項１３に記載の前記支持構造体を画成するための装置を通して
達成される。
【００３６】
　前記目的はさらに、請求項１４に記載のデータ記憶装置を通して達成される。
【００３７】
　有利には、各三次元物体用の特定支持構造体を製作する可能性は、支持構造体が物体の
構造上の必要性に適していることを確実にする。
【００３８】
　さらに有利には、これはまた前記支持構造体を特大になることから防ぎ、したがって構
造体それ自体の体積を限定する。
【００３９】
　支持構造体の体積の減少は有利には、ステレオリソグラフィプロセスを用いて三次元物
体を作成するために必要とされる所要時間および処理のために必要な材料の分量の両方、
したがって物体それ自体のコストの低減に導く。
【００４０】
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　さらに有利には、一旦それが完成されたならば、支持構造体のより小さな体積は三次元
物体を洗浄するのをより容易にする。
【００４１】
　ここで以下に強調される他と共に、前記目的および利点が添付の図面を参照して限定さ
れない例として提供される本発明のいくつかの好ましい実施態様の記述において例示され
る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】ステレオリソグラフィを通して作成されるべき三次元物体の一例の不等角投影図
を示す。
【図２】本発明に従って図１の三次元物体および支持構造体の一部を接合することによっ
て得られた物体を示す。
【図３】本発明に従って図１の三次元物体および支持構造体を接合することによって得ら
れた物体を示す。
【図４】図３の支持構造体の要素間の連結の図を平面図で示す。
【図５】図３の支持構造体の一変形に関連した連結の図を平面図で示す。
【図６】図３の支持構造体の一変形を示す。
【図７】図６の支持構造体の一変形を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　ステレオリソグラフィを通して作成されるべき三次元物体用の支持構造体を画成するた
めの本発明の方法が、図１に代表され、かつ１によってその中に示される三次元物体を参
照して記述される。
【００４４】
　ここで、図面をより明確にするために、ステレオリソグラフィを通して一般に製作され
る物体と比較して、三次元物体１が非常に簡単にされた幾何学形状によって意図的に表
されたので、それは留意されるべきである。
【００４５】
　しかしながら、上に提供された記述が任意の幾何学形状を備えた三次元物体に同様に適
用されることができることは明白である。
【００４６】
　何よりもまず、この方法は、三次元物体１に属する支持されるべき第一表面３を画成す
るステップを含む。
【００４７】
　明らかに、支持されるべき複数の前記第一表面は、必要に応じて、物体の幾何学形状、
ステレオリソグラフィプロセスに使用される材料および他のパラメータに従い画成される
ことができる。
【００４８】
　明らかに、本発明の方法は前記第一表面のそれぞれに適用されることができる。
【００４９】
　この方法によれば、各第一表面３に対して、第１のものに面する第二表面４が画成され
る。
【００５０】
　第二表面４は、図内に示される場合のように、三次元物体１と別であることができる。
【００５１】
　あるいは、第二表面４は三次元物体１に属することができる。
【００５２】
　第１のオプションは、物体それ自体の他の部分を挿入する何の必要性もなく、それがそ
の製作中に三次元物体１を支持するモデリング板に面するように配置されることを意図さ
れる第一表面３に適している。
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【００５３】
　特に、第二表面４は、三次元物体の実際の製作中にそれが前記モデリング板の表面と一
致するというような方法で画成されることができる。
【００５４】
　この最後の場合は、図２および３内に例示されるものであり、前記第二表面４は、破線
である。
【００５５】
　図６内に示される変形実施態様によれば、第二表面４は前記モデリング板と接触して配
置されることを意図される支持基部１１に属する。この変形は、後で更に詳細に記述され
る。
【００５６】
　その代わりに、第一表面３が三次元物体１のキャビティ内に配置されるか、またはいず
れにせよ、物体それ自体の別の表面に面する時、第二表面４は、好ましくは物体に属する
。
【００５７】
　後者の場合、第二表面４は好ましくは第一表面３に直接面する三次元物体１の表面、例
えば第一表面３の反対側にある前記キャビティの表面である。
【００５８】
　明らかに、単一三次元物体１において、上記した場合の組合せがあることができる。
【００５９】
　一旦第一表面３および第二表面４が画成されたならば、この方法は、図２に示すように
第一表面３から第二表面４まで伸びる細長い形状の複数の支持要素５を画成するステップ
を含む。
【００６０】
　すでに述べられたそれに同様に、図２内に示される支持要素５が表現を簡単にするため
に減少された数で意図的に代表されたことが指摘されるべきである。
【００６１】
　しかしながら一般に、支持要素の数は図内に示されるそれより多く、かつ物体の幾何学
形状におよび他のパラメータに依存することは明白である。
【００６２】
　一般に、支持要素の数は２より多くかつほとんどの場合３より多い。
【００６３】
　上記にも関わらず、本願明細書に記述される方法は、設けられる支持要素の数に無関係
にいずれにせよ適用されることができる。
【００６４】
　必ずしもではないが好ましくは、前記支持要素５は円錐形または円柱形の形状であるが
、それらは明らかにまた他の形状であることもできる。
【００６５】
　支持要素５はさらに、数点で対応する表面に接続されるような方法で片端または両端に
分岐を備えていることができる。この種の分岐は、図内に代表されないがそれ自体は既知
である。
【００６６】
　好ましくは、各支持要素５は、図内に代表されないがそれ自体は既知である、第一表面
３の水準におよび／または第二表面４の水準に位置づけられるより細い部分を有する。
【００６７】
　一旦三次元物体１が実際に製作されるステレオリソグラフィプロセスが完了されたなら
ば、前記より細い部分は表面３および／または４からの支持要素５の取り外しに有利に働
く利点を提供する。
【００６８】
　この方法はさらに、支持要素５の各ペアに対して、図３に示すように、前記ペアの２本
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の支持要素５を接続する、好ましくは円錐形のまたは円柱形の細長い形状の、単数または
複数の補強要素６を画成する操作を含む。
【００６９】
　有効に、前記補強要素６は、支持構造体２の同じ全体的な体積を維持すると共に、支持
構造体２の耐性を増加するか、または代わりとして、同じ程度の耐性を確実にすると共に
、支持構造体２の体積を減少させることを可能にする。
【００７０】
　本発明によれば、前記補強要素６に接続されるべき支持要素５のペアは、周知のグラフ
理論に助けられて選ばれる。
【００７１】
　特に、この方法は各支持要素５に属する基準点７を画成する操作を含む。
【００７２】
　頂点が基準点７である連結非巡回グラフが次いで生成される。
【００７３】
　周知のように、グラフは組ＶおよびＥの１ペアからなる数学的構成であり、第１の組Ｖ
の要素は「頂点」と呼ばれる空間内の点であり、一方第２の組Ｅの要素が「辺」と呼ばれ
る頂点のペア間の対応する数の連結を表す。
【００７４】
　したがって、数学的表記では、グラフＧは以下の関係によって表現される
Ｇ＝（Ｖ、Ｅ）。
【００７５】
　形式的観点から、２つの一般的な頂点ｕおよびｖを接続する辺が頂点それ自体のペア（
ｕ、ｖ）によって表される。
【００７６】
　明確に、頂点の組Ｖを前提として、辺の組Ｅに対してお互いに異なる前記組Ｖを備える
無限の可能なグラフがある。
【００７７】
　グラフが連結非巡回グラフである必要条件が、前記グラフを有限数に限定する。
【００７８】
　特に、グラフが連結である必要条件は、グラフの任意の２つの頂点に対してそれらを接
続する辺の連続があることを意味する。
【００７９】
　グラフが非巡回である必要条件は、任意の２つの頂点が唯一の連続の辺を通して接続さ
れることを意味する。
【００８０】
　グラフ理論では、前述のタイプの連結非巡回グラフは、また「木」とも呼ばれる。
【００８１】
　有利には、所定の組の頂点に対応する連結非巡回グラフは、それ自体は既知である適切
なアルゴリズムを通して識別されることができる。
【００８２】
　図４はその頂点が基準点７である連結非巡回グラフ８の概略平面図を示し、それは明ら
かに、前記特性を有する唯一の可能なグラフである。
【００８３】
　特に、グラフ８の各辺９は、それぞれの基準点７の間に伸びる破線のセグメントによっ
て図４内に表される。
【００８４】
　本発明の方法によれば、接続されるべき支持要素５のペアは、前記連結非巡回グラフ８
を用いて識別される。
【００８５】
　特にグラフ８の各辺９に対して、辺９それ自体の端部に対応する２本の支持要素５を備
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えるペアが画成される。
【００８６】
　上記した方法で支持要素５のペアを画成することによって、既知の方法によって得られ
るそれらに対して支持構造体２の体積を限定する目的を達成することが可能である。
【００８７】
　実際グラフ理論から周知のように、連結非巡回グラフは、同じ頂点で画成されることが
できる全てのグラフの中で、同時にお互いに接続される全ての頂点を維持する一方、最小
数の辺を有するそれらのグラフである。
【００８８】
　特に、連結非巡回グラフの辺の数は、頂点の数マイナス１と等しい。
【００８９】
　したがって、支持要素５の各ペア間の所定の数の補強要素６に対して、上記の通りの支
持要素５のペアの画成は、同時に安定支持構造体２を得るようにお互いに接続される全て
の支持要素５を維持する一方、前記支持要素およびしたがって、複数の補強要素６の間の
連結の数を限定することを可能にする。
【００９０】
　有利には、補強要素５のペアを画成するためにグラフ理論を使用することは、連結非巡
回グラフ８を生成するために前記既知のアルゴリズムを使用することを可能にする。
【００９１】
　好ましくは、支持要素５の単数または複数のペアに対して、図３内に表示して示される
複数の異なった補強要素６が画成される。
【００９２】
　有利には、支持要素５の１ペアに対するいくつかの補強要素６の存在は、特にこれらが
とりわけ長い時、支持要素５の間により安定した接続を得ることを可能にする。
【００９３】
　それゆえに、有効に、支持構造体２もまたより安定である。
【００９４】
　明らかに、本発明の変形実施態様において、支持要素５の所定のペアを接続する補強要
素６の数が任意であることができ、およびさらに、それは支持要素５の異なるペアで変化
することができる。
【００９５】
　必ずしもではないが好ましくは、支持要素５の各ペアを接続する補強要素６は、一種の
格子を画成する、したがって接続の安定性を更に向上するような方法で相互入射方向に従
って配置される。
【００９６】
　好ましくは、前記連結非巡回グラフ８は、それが連結非巡回グラフ８と同じ頂点を有す
る完全グラフの最小全域木と一致し、かつそこにおいて各辺が辺それ自体の端部の間の距
離に対応する重みと関連付けられるというような方法で画成される。
【００９７】
　より正確に言うと、完全グラフが、頂点の任意のペアが少なくとも１つの辺によって接
続されるグラフであることは既知である。
【００９８】
　さらに既知であるように、グラフの最小全域木は、重みの総計が最小であるグラフの特
定の部分集合としてそれが画成されるので、グラフそれ自体の各辺に前記重みを割り当て
た後にだけ画成されることができる。
【００９９】
　特に、上記の通りに辺の長さを代表するような方法で重みが選ばれる場合、最小全域木
は辺が最小全長を有する木に対応する。
【０１００】
　したがって、支持要素５のペアを画成するためにちょうど今上記した判定基準は、補強
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要素６が最も短い可能な経路の上に伸びる支持構造体２を得ることを可能にする。
【０１０１】
　それゆえに、有効に、支持要素５の各ペアの間に同じ数の補強要素６を維持する一方、
支持構造体２の体積を最小化することが可能である。
【０１０２】
　有利には、前記最小全域木はグラフ理論で既知の数学的アルゴリズムを使用して画成さ
れることができる。
【０１０３】
　本発明の構成変形によれば、前記重みは上記したそれとは異なる方法で画成されること
ができる。
【０１０４】
　例えば、湾曲した軌跡および／または破線に従って展開される補強要素と単数または複
数のペアの支持要素５を接続することが、適切であることができる。この場合、辺は対応
する軌跡の長さと等しい対応する重みを割り当てられる。
【０１０５】
　本発明の一構成変形によれば、支持要素５の追加ペアが、連結非巡回グラフ８の次数１
を有する各頂点の水準に画成される。
【０１０６】
　特に、前記追加ペアは次数１を有する前記頂点に対応する第１の支持要素５および第１
の頂点に接続されないグラフ８の頂点に対応する第２の支持要素５を備える。
【０１０７】
　周知のように、次数１を有する頂点は、グラフの一辺だけに現れる頂点として画成され
、グラフの唯一の頂点に接続される頂点を意味する。
【０１０８】
　したがって、上記した追加ペアの画成が有利には、任意の支持要素５が、支持構造体２
の全体的な構造上の耐性を向上する利点と共に、少なくとも他の２本の支持要素５に接続
されることを意味することが理解されることができる。
【０１０９】
　表示して、可能な追加ペアが図５内に代表され、かつ参照番号１０によってその中に示
される。
【０１１０】
　好ましくは、前記追加ペアは、連結非巡回グラフ８の対応する頂点の間の距離が最小可
能な距離であるというような方法で画成される。
【０１１１】
　有利には、ちょうど今上記した状態は、支持要素５の前記追加ペアを接続するために使
用される補強要素６の長さを最小値に限定することを可能にする。
【０１１２】
　好ましくは、追加ペアは、導入される追加ペアの数を最小化するような方法で、次数１
の頂点にともに対応する、２本の支持要素５の間に画成される。
【０１１３】
　すでに言及されたように、図６は第二表面４が三次元物体１とは別々である本発明の一
構成変形を表す。
【０１１４】
　特に、補強要素６の全てが、前記第二表面４に接していて、かつしたがって、支持要素
５の端部に接続している。
【０１１５】
　前記構成は、補強要素６が三次元物体１を支持するためにステレオリソグラフィマシン
のモデリング板と接触して配置されるのに適している支持基部１１を画成するようなもの
である。
【０１１６】
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　有利には、上記の通りに形成される支持基部１１は、通常設けられる支持基部より非常
により小さな体積を有し、それはさらに支持要素５の存在に影響を受けない領域の上に伸
びる。
【０１１７】
　好ましくは、前記支持基部１１が、一般に使用されるモデリング板のタイプに対応する
、平坦面を備えるモデリング板に適応することができるように、第二表面４は平面である
。
【０１１８】
　図６内に代表される支持基部１１は、図４内に代表される同じ連結に従う支持要素５の
間に伸びる補強要素６によって画成される。
【０１１９】
　図７は、支持基部１１が図５内に示される同じ連結を有する本発明の更なる一構成変形
を代表する。
【０１２０】
　この変形は、図５内の参照番号１０によって示されるそれに対応する支持要素５の間の
追加連結の存在に起因して図６内に示されるものとは異なる。
【０１２１】
　上記によれば、上記したいくつかの変形に従う方法によって得られることができるグラ
フが図３内に示されるタイプの格子形構成による支持構造体２ならびに図６および７内に
示されるタイプの支持基部１１の両方を作成するために使用されることができることが理
解されることができる。
【０１２２】
　明らかに、本発明の変形実施態様において、支持構造体２は、必ずしも支持要素５の同
じペアに基づくというわけではない補強要素６の両方のタイプを備えていることができる
。
【０１２３】
　基準点７の画成に関しては、これは好ましくは、全ての支持要素５と交差する好ましく
は平面基準面の画成を通して実行される。
【０１２４】
　各基準点７は、対応する支持要素５と基準面との間の交差領域にそれが存在するという
ような方法で画成される。
【０１２５】
　好ましくは、基準面は、それがそれぞれの中央点の高さで支持要素５を通過するという
ような方法で画成される。
【０１２６】
　一変形実施態様によれば、基準面は、それが第一表面３と、または第二表面４と一致す
るというような方法で画成される。
【０１２７】
　更なる一構成変形は、上記した方法での基準面の画成、そして次に、各支持要素５と基
準面との間の交点の領域に属する支持点の画成を含む。
【０１２８】
　前記支持点のそれぞれが、対応する基準点７を得るような方法で、所定の、好ましくは
平面投射面上に投射される。
【０１２９】
　投射面は、第一表面３と、または第二表面４と一致することができる。
【０１３０】
　上記した方法は、さらに支持要素５のいくつかの群に適用されることができ、補強要素
６は、各群内の支持要素５を接続するが、群をお互いに接続しない。
【０１３１】
　この場合、この方法はそれぞれの連結非巡回グラフ８を生成するために支持要素５の各
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群に別々に適用される。
【０１３２】
　この変形は有利には、これが各群の内部安定性を疎かにする何の必要性もなしに極端に
長い補強要素６の存在を回避するので、お互いに相対的に近いが、同時に、残りの支持要
素５から遠く間隔をおいて配置される支持要素５の群がある場合に適用されることができ
る。
【０１３３】
　ここまで記述された方法は好ましくは、図内に代表されないがそれ自体は既知の、プロ
セッサおよび前記プロセッサによってアクセスされることができるメモリ装置を備える、
コンピュータを備える装置を用いて実現される。
【０１３４】
　前記装置は、三次元物体１の幾何学形状を表す第１のデータセットを獲得してかつ前記
メモリ装置内にそれをロードするための手段を備える。
【０１３５】
　装置は、さらに、支持されるべき第一表面３を画成するための手段およびそれぞれの第
二表面４を画成するための手段を備える。
【０１３６】
　装置は、さらに、支持要素５を画成するための手段、支持要素５のペアを画成するため
の手段および前記ペアの間に補強要素６を画成するための手段を備える。
【０１３７】
　装置は、さらに三次元物体１との支持要素５および補強要素６の合体から得られる幾何
学形状を表す第２のデータセットを生成するための、かつメモリ装置内に前記第２のデー
タセットをロードするための手段を備える。
【０１３８】
　本発明によれば、支持要素５のペアを画成するための手段が、各支持要素５に属する基
準点７を画成するための手段、前記連結非巡回グラフ８を画成するための手段および上記
の通りに前記連結非巡回グラフ８の各辺９に対して支持要素の１ペアを画成するための手
段を備える。
【０１３９】
　前記装置は好ましくは、プログラム部分がコンピュータ上で実行される時、それらが上
記の通りの装置の手段を画成するというような方法で構成されるプログラム部分を備える
データ記憶装置を用いて構成される。
【０１４０】
　上記に提供された説明によれば、上記した方法、装置およびデータ記憶装置が設定され
た目的の全てを達成することが理解されることができる。
【０１４１】
　特に、本発明は既知の技術に従って画成される支持構造体と比較して減少された体積を
有する支持構造体を得ることを可能にする。
【符号の説明】
【０１４２】
　１　　三次元物体
　２　　支持構造体
　３　　第一表面
　４　　第二表面
　５　　支持要素　
　６　　補強要素
　７　　基準点
　８　　グラフ
　９　　辺
　１０　追加ペア
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　１１　支持基部
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